
 

建設工事における最低制限価格制度及び低入札価格制度の改正について 

 
建設工事の更なる品質確保及びダンピング受注防止を図るため、最低制限価格及び低入

札価格調査基準価格（以下「最低制限価格等」）に係る算定式について、令和４年中央公契

連モデルを準用して改正し、令和 5 年８月 1 日以降に公告又は通知を行う入札から適用し

ます。 

 
【最低制限価格等の算定式】 

種別 現行 改正 

建 築 一 式

工事以外 

直接工事費×０.９７ 

＋共通仮設費×０.９ 

＋現場管理費×０.９ 

＋一般管理費×０.５５ 

直接工事費×０.９７ 

＋共通仮設費×０.９ 

＋現場管理費×０.９ 

＋一般管理費×０.６８ 

建 築 一 式

工事（解体

工事を除く） 

（直接工事費×９/１０）×０.９７ 

＋共通仮設費×０.９ 

＋（直接工事費×1/10＋現場管理費）×０.９ 

＋一般管理費×０.５５ 

（直接工事費×９/１０）×０.９７ 

＋共通仮設費×０.９ 

＋（直接工事費×1/10＋現場管理費）×０.９ 

＋一般管理費×０.６８ 

解体工事 入札書比較価格×０.７ 入札書比較価格×０.７５ 

 
【最低制限価格等の設定範囲】 

現行 改正 

入札書比較価格の 70％から 85％ 

ただし、市内業者のみを対象とした入札は

入札書比較価格の 70％から 90％ 

入札書比較価格の 75％から 92％ 

 
【適用】 

令和５年８月１日以降に公告又は通知を行う入札より適用。 

 

（この件に関する問い合わせ先） 

南あわじ市 総務企画部財務課 契約係 

TEL 0799-43-5210 

FAX 0799-43-5310 


